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【附属機関名称】会議概要 

会 議 名 
令和５年度足立区地域保健福祉推進協議会 

第３回介護保険・障がい福祉専門部会 

（足立区地域密着型サービスの運営に関する委員会） 

事 務 局 
小口介護保険課長  瀬崎地域包括ケア推進課長 

早川障がい援護担当課長  山本障がい福祉センター所長 

日吉障がい福祉課長  會田絆づくり担当課長 

秦足立保健所中央本町地域・保健総合支援課長 

半貫衛生管理課長  近藤福祉管理課長 

久米社会福祉協議会事務局長  塙介護保険課介護保険係長 

開催年月日 令和５年９月７日（木） 

開 催 時 間 午後２時００分開会～午後４時００分閉会 

開 催 場 所 本庁舎中央館８階 庁議室 

出 席 者 

石渡和実部会長   酒井雅男副部会長  白石正輝委員 

さの智恵子委員   横田ゆう委員    銀川ゆい子委員 

しぶや竜一委員   山下俊樹委員    中村輝夫委員 

鵜沢 隆委員    福岡靖介委員    橋本飛鳥委員 

細井和男委員    加藤仁志委員    山根佳代子委員 

佐藤奈緒委員    蔵津あけみ委員   依田 保委員 

中村明慶委員    馬場優子委員 

欠 席 者 
山中崇副部会長  佐藤和義委員    名久井昭吉委員 

小久保兼保委員 

会 議 次 第 別紙のとおり 

資 料 

【資料１】地域密着型サービス事業者の新規及び更新指定について 

【資料２】足立区高齢者保健福祉計画・第9期介護保険事業計画策定に伴う中 

     間報告(案)について 

【資料３】令和５年度認知症月間の取組について 

【資料４】令和４年度介護保険事業の実績について 

【資料５】令和５年度地域密着型サービスの整備・運営事業者の公募結果につ 

     いて 

【資料６】国の雇用施策との連携による重度障がい者等就労支援特別事業の実 

     施について 

【資料７】「補聴器手帳」の作成について 
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（石渡部会長） 

 それでは、ただいまから令和５年度第３回

足立区地域保健福祉推進協議会、介護保険・

障がい福祉専門部会の議事を始めさせてい

ただきます。 

 本日の議題、お手元の次第のとおりです。

まずは、足立区地域密着型サービスの運営に

関する委員会ということで、報告事項１の説

明をいただいて、委員の皆様からの質疑を受

けたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 続いて専門部会の報告事項に入ります。 

 まずは報告事項の１から４までについて

説明をしていただいて、各委員からの質問、

御意見をいただきたいと思います。その後

で、報告事項の５と６について説明をいただ

いくという、２つの段階に分けて皆様からの

御意見をいただきたいと思います。 

 では、報告事項の１から４までについて、

地域包括ケア推進課の瀬崎課長、介護保険課

の小口課長から御説明をお願いいたします。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 地域包括ケア推進課長の瀬崎でございま

す。どうぞよろしくお願いします。 

 資料のほうは２番でございます。足立区高

齢者保健福祉計画・第９期介護保険事業計

画策定に伴う中間報告（案）についてでござ

います。 

 こちらは、資料２と冊子73ページのものを

御用意させていただきました。こちらの冊子

のほうで御案内していきたいと思います。 

 まず、１枚おめくりいただきますと、目次

があります。今回の中間報告（案）は５章立

てになってございます。私のほうからは第１

章から第４章までの報告、第５章は小口課長

からの報告になります。よろしくお願いいた

します。 

 まず、１ページ目、２ページ目をお開きく

ださい。 

 足立区の地域包括ケアシステムの考え方

でございます。 

 ２ページ目に、地域包括ケアシステムはオ

ール足立でということで、区民、地域、専門

機関、区の役割を掲載させてもらっておりま

す。 

 区民の方には、自助の主体ということで、

自ら健康づくりや介護予防に取り組んでい

ただく。地域の方々には、助け合う互助の中

心的な役割を担っていただく。専門機関の皆

様方には、複雑多様化する高齢者の課題や福

祉ニーズに応える共助の中心的な役割を担

っていただく。特に地域包括支援センターが

中核的役割を担うという形で記載しており

ます。区につきましては、保険者としまして

介護保険の適切な運営、公助による福祉サー

ビスの提供ということと、情報の管理と発

信、コーディネートの役割を担うということ

で掲載させてもらっております。 

 これらを３つの推進力と位置付け、地域包

括ケアシステムの作成、継続を進めていきま

す、ということで記載してございます。 

 続きまして３ページ目をお開きください。 

 高齢者保健福祉計画の概要でございます。 

 ３ページ目の計画の策定、目的、策定の背

景、趣旨、法令等の根拠につきましては、記

載のとおりでございます。 

 ４ページ目、計画の位置付けでございま

す。 

【「地域密着型サービスの運営に関する

委員会」は非公開】 

※資料１の報告については、個人情報や

事業所の経営状況が含まれているため、

地域密着型サービスの運営に関する委員

会設置要綱第１条の規定により、非公開

となっています。 
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 今回の計画につきましては、国の厚生労働

省の指針、また、東京都の上位計画、区の基

本計画、足立区地域福祉保健計画との整合、

また、各部の個別計画との調和を図るという

位置づけになっているところでございます。 

 続きまして、５ページ目でございますけれ

ども、昨年９月から12月にかけて高齢者実態

調査を実施した結果と、この９期の計画も、

令和６年度から令和８年度までの３か年の

計画の位置づけということで落とし込んで

いるところでございます。 

 次に、６ページ目でございます。 

 第３章、区の現状ということで、人口の現

状と推計を記載してございます。 

 こちらは、毎年10月１日、国立社会保障・

人口問題研究所が出している推計値でござ

いまして、下のアスタリスクにもありますと

おり、大規模開発による人口増加は考慮して

いないという形になっております。足立区に

つきましては、令和７年度の基本計画の改定

に向けまして、来年、令和６年２月に人口推

計の公表を予定しております。こちらの計画

は来年３月の策定を目指しますので、区の政

策経営部のほうで出す推計値をこちらのほ

うに落とし込んでいきたいなと考えている

ところでございます。 

 続きまして、９ページ目、10ページ目でご

ざいます。 

 現在の地域包括ケアシステムビジョンの

柱に基づいた現状と課題ということで、一覧

に落とし込んでいるところでございます。 

地域包括ケアシステムのビジョンの18本の

柱、真ん中に、状態像、構成要素、18本の柱

ということで、（１）番、健康の維持から、

（18）番、施設ニーズにも対応した住環境の

確保ということで記載してございます。 

 主なところで健康の維持につきまして

は、昨年の実態調査によりますと、コロナ禍

もありまして運動機能が前回の調査結果よ

りも5.1ポイント悪化してございまして、課

題につきましては引き続き運動器の機能を

維持する取組が必要ということで、介護予防

の取組を引き続き強化して取り組んでいた

だきたい、このような形でございます。 

 このような18本の柱の詳細の部分を11ペ

ージ目から28ページ目に、それぞれの柱ごと

の成果指標と、関連する実態調査等の結果、

また、実態調査の結果から見えてきた課題と

いうことで落とし込んでいるところでござ

います。 

 続きまして、30ページ目以降が第４章とい

うことで、高齢者保健福祉計画の基本理念と

施策ということで章立てているところでご

ざいます。 

 詳しくは31ページ目をお開きください。 

 基本目標ということで、今回の高齢者保健

福祉計画につきましては、予防・生活支援、

医療・介護、住まいの構成要素ごとに目標と

基本政策を掲げまして、構成要素ごとに施策

の成果を確認する指標を設定しまして、計画

の進捗の管理を行いたいと考えているとこ

ろでございます。 

 １つ目の予防・生活支援につきまして

は、基本目標を地域で楽しくつながりを持

ち、活躍できるということで、生きがいづく

りの活動ですとか、社会参加を促す、また、

地域のネットワークづくりを支援していこ

うというところでございます。 

 ２つ目の住まいの取組でございますけれ

ども、基本目標を住み慣れた足立で望む暮ら

しができるということで、住環境の整備、特

養の整備を含めて計画的に進めていこうと

いうところでございます。 

 ３点目の医療・介護の部分ですけれど

も、医療・介護が必要になっても自分らしい

暮らしができるということで、介護保険制度
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の適切な安定運用を図っていきたいという

ところでございます。 

 体系につきましては、次の32ページ目にあ

りますとおり、この基本目標に基づきまして

基本施策ということで、それぞれ柱立てをし

ているところでございます。詳細につきまし

ては、次のページ以降にそれぞれ取組目標、

成果指標、重点施策ということで落とし込ん

でいるところでございます。 

 私からは以上でございます。 

（小口介護保険課長） 

 続きまして、第５章、第９期介護保険事業

計画、中間報告（案）について御説明いたし

ます。 

 この冊子のほうを、引き続き御覧いただけ

ればと思います。 

 53ページ、54ページを御覧ください。 

 見開きで左側が令和３年度から５年度、右

側が６年度以降の推計という構成でつくっ

ておりますので、そのような形で御覧いただ

ければと思います。 

 まず１番目、（１）の65歳以上の被保険者

数の現状と推計でございます。 

令和３年度から５年度の被保険者数につい

ては、令和２年２月の足立区人口推計を基に

増加を見込んでおりましたが、実際にはコロ

ナ禍もございまして被保険者数は減少とな

ってございます。また、右側のページの令和

６年度から８年度の被保険者数の推計につ

きましても、減少傾向となる見込みでござい

ます。65歳から74歳の前期高齢者につきまし

ては、令和３年度からずっと令和８年度まで

は減少傾向が続きまして、その後、上昇に転

じる見込みでございます。 

 一方、75歳以上の後期高齢者につきまして

は、令和３年度から、左のページから右のペ

ージにかけましてずっと増加傾向でござい

ます。６年度、７年度、８年度の第９期で後

期高齢者のピークを迎えまして、その後、緩

やかに減少に転じる見込みでございます。 

 続いて、55ページ、56ページをお願いいた

します。 

 要介護認定者数の現状と推計です。こちら

も中段の表を御覧いただければと思います。 

 先ほど高齢者数は減少傾向ということで

お話しさせていただきましたが、こちらの要

介護認定者数については、３年度からは計画

値は下回ったものの、増加傾向でございま

す。令和５年度は３万7,864人となってござ

います。 

 また、右側の令和６年度以降も増加傾向で

ございまして、令和８年度には３万8,900人

を見込んでございます。 

 続いて、57ページ、58ページをお願いいた

します。 

 こちらは介護サービスの利用者数の現状

と推計でございます。 

 認定者数の増加に伴いまして、こちらの利

用者数も３年度から５年度にかけて増加傾

向で、令和５年度については３万1,275人と

なってございます。 

 また右側のページ、６年度以降も増加傾向

で、令和８年度には３万3,093人を予定して

ございます。 

 次に、59ページ、60ページをお願いいたし

ます。 

 こちらは地域密着型サービスの現状と計

画値でございます。 

 地域密着型サービスの施設数、利用者数で

すが、左側のページ、令和３年度から５年度

まではそれぞれのサービス区分でほぼ横ば

いとなってございます。 

 右側の６年度から８年度でございますけ

れども、こちらにつきましてはそれぞれのサ

ービス種別に関しまして、利用者のニーズな

どを基に地域偏在を考慮し、公有地の活用も
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積極的に行いながら、グループホームなどの

整備を進めてまいりたいと思います。 

 認知症対応型共同生活介護では、９期では

２施設を整備したいというふうに考えてご

ざいます。また、一番下の看護小規模多機能

型居宅介護も２つを予定してございます。 

 続いて、61ページ、62ページをお願いしま

す。 

 （５）の施設定員の年次別の現状と推計で

ございます。 

 この表の一番上、特別養護老人ホームでご

ざいますが、令和３年度から５年度にかけま

して合わせて３施設、404床の増加となって

ございます。 

 右側のページのこの表の一番の上のとこ

ろですが、特養に関しましては６年度から８

年度に４施設、585床の整備を見込んでござ

います。こちらについては、特別養護老人ホ

ームの整備方針に基づきまして計画的に整

備しているものでございます。 

 また、令和６年度にはこの整備方針の見直

しを予定してございまして、人材確保の対

策、多床室の確保ですとか、施設の建て替え

なども、この見直しの際に検討していきたい

というふうに考えてございます。 

 続いて、63ページ、64ページをお願いいた

します。 

 給付額の現状と推計でございます。 

 左側のページ、令和３年度、４年度につき

まして、給付費の合計はコロナ禍により計画

値を下回ったものの、増加をしてございま

す。 

 また、令和５年度の見込みですが、こちら

は４月から６月までの給付実績を見ており

ますと、対前年同月比、大体約６％前後の伸

びとなってございます。かなり伸びていると

いう状況で、そういったことを勘案しまして

５年度の年間給付実績については、４年度に

比べ大きく増加する見込みでございます。 

 右側のページ、６年度から８年度につきま

しては、介護の必要性の高い75歳以上の後期

高齢者がピークとなる見込みでございます

ので、介護サービスの利用者数も増加して、

給付額は毎年度４％前後の増加を見込んで

ございます。 

 特に、後期高齢者は介護度が高い傾向にご

ざいまして、介護サービスを利用する回数も

増えて、利用料も介護度が高ければ高いほど

単価も高くなってございます。そういったこ

とから給付費の増加の要因となってござい

ます。 

 続いて、68ページをお願いいたします。 

 こちらは地域支援事業費の推計でござい

ます。 

 これは、高齢者がこの先いつまでも元気に

生活できるように、介護予防の取組が重要で

すので、そういった事業を行っていくという

ものでございます。 

 主に要支援１、２の方を対象とする地域支

援事業につきましても、令和６年から８年度

まで増加を見込んでございます。 

 次に、71ページをお願いいたします。 

 ２の介護保険制度の国における主な議論

の内容でございます。 

 現在、国の社会保障審議会におきまして介

護保険部会などもございますが、（１）の高

齢者の負担能力に応じた負担の見直し、

（４）の令和６年度に向けて介護報酬の改定

について議論が行われてございます。国の議

論については、年内をめどに一定程度の結論

が出るということで聞いてございます。 

 その下の３番目の検討中の区独自施策で

ございます。 

 区独自に、（１）の低所得者に対する利用

料の軽減、（２）の介護保険料の所得段階の

さらなる多段階化、こちらについても検討を
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しているところでございます。 

 次の72ページをお願いいたします。 

 こちらは介護保険料の算出です。 

 上から、高齢者数、要介護認定者数、介護

保険給付に必要な額、こういったものを基に

総事業費を３年間で2,062億円と見込んでご

ざいます。 

 第９期の計画では、こちらは給付準備基金

を活用しまして、またさらなる多段階化を検

討してございます。そういった取組を行いま

して、保険料上昇の抑制をしていきたいと考

えてございます。 

 また、介護予防の取組についても強化しま

して、元気な高齢者を増やして、介護にかか

る費用を抑えて、保険料上昇の抑制を図って

まいりたいと考えてございます。 

 こういったことによりまして、第９期の介

護保険料基準額中間報告（案）は、7,220円

から7,520円ということで算出をさせていた

だいてございます。 

 資料２のほうにお戻りください。 

 ２の今後の予定でございます。 

 中間報告（案）につきまして皆様に御審議

いただきまして、９月の下旬には報告として

策定をさせていただきたいと思います。10

月には、こちらの表にございますように、公

聴会を６回行いまして、また併せて10月16

日から１か月間、パブリックコメントを実施

する予定でございます。 

 なお、この中間報告（案）につきましては、

現時点での考え方を提示するもので、今後、

皆様の御意見や国の介護保険制度の見直し

などを踏まえて、本計画を策定してまいりた

いと考えてございます。 

 私からの説明は以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 報告事項の１から４までということで、高

齢者保健福祉計画・介護保険事業の計画に

ついて、ポイントを御説明いただきました。 

 続いてよろしくお願いいたします。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 資料３番でございます。件名が令和５年度

認知症月間の取組についてでございます。 

 ９月の認知症月間、これは世界アルツハイ

マー月間ということで、平成６年からＷＨＯ

のほうで定められております。 

 足立区としましても、早いうちから認知症

について正しく知っていただきたい、また区

の認知症施策の取組を知ってもらうきっか

けづくりをしたいということで、今年度、40

代から50代の区民をターゲットに、区役所の

１階アトリウムとアリオ西新井様の１階の

部分をお借りしまして、認知症に関するパネ

ルの展示を行っております。 

 区役所の１階でも行っておりまして、認知

症の方が経験する出来事を学べる機会とい

うことで、学べるパネルと、それぞれ認知症

の世界の歩き方という14のストーリーにな

っておりまして、パネルの右下にＱＲコード

があって、それぞれのストーリーを深掘りし

て追えるような形になっています。 

 区役所につきましては９月21日までのパ

ネルの展示、また、アリオ西新井イベントに

おきましては、９月23と24日、デジタルクイ

ズ、とりわけ24日につきましては認知症疾患

センターの大内病院と連携しまして、認知症

のＶＲ体験ということで、認知症の方が感じ

る物の見方ということで、そのような体験コ

ーナーを設置する予定でございます。 

 区のホームページデジタルサイネージ等

での啓発、また、関係機関にオレンジ色のポ

スター等の掲示をお願いしているところで

ございます。 

 その９月の月間の取組につきましては、別

紙資料３の１でございます。 
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 関係機関の皆様方のポスターの掲示並び

に地域包括支援センターごとに認知症カフ

ェですとか、認知症サポーター養成講座を行

っていますということで、９月の取組の御報

告でございます。 

 以上でございます。 

（小口介護保険課長） 

 資料４をお願いいたします。 

 令和４年度介護保険事業の実績について

でございます。 

 別添で「あだちの介護保険」という冊子の

抜粋版をつけてございますので、そちらは後

ほど御覧いただければと思います。 

 こちらの資料の４ですが、先ほど計画の説

明の中にございましたが、１の65歳以上の被

保険者につきましては減少傾向で、令和４年

度も1,200人ほど減っているという状況で

す。 

 一方、２の要介護認定者数は、増えている

という状況でございます。 

 ３番目の介護サービス受給者数につきま

しても、増えているという状況です。それに

伴いまして、令和４年度は、保険給付費が前

年度比で８億8,000万円余増えているという

状況でございます。 

 資料４につきましては、以上でございま

す。 

 続きまして、資料５をお願いいたします。 

 令和５年度地域密着型サービスの整備・

運営事業者の公募結果についてでございま

す。 

 今年度もこちらの１の表１から３にあり

ますサービス種別につきまして公募をかけ

ました。今回は残念ながら応募はなかったと

いうものでございます。 

 ただ、２の結果のところですけれども、事

前の相談というところで、具体的な相談が複

数ございまして、申請まで至るかなと思って

おったところですが、最終的に整備する土地

のオーナーとのやり取りで土地が確保でき

なかったことから、募集期間に応募はなかっ

たというものでございます。 

 今後は、公有地の活用も含めて土地を確保

して公募していきたいというふうに考えて

ございます。 

 以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 高齢者保健福祉計画・介護保険の事業計

画、認知症月間、介護保険事業の実績、地域

密着型サービスの整備等について一括して

御報告をいただきましたが、委員の皆様、そ

れぞれの立場から御質問や御意見がおあり

でしたらばお願いをしたいと思います。 

 中村委員、お願いします。 

（中村輝夫委員） 

 高齢者の問題は、計画していいんだけれど

も、みんなと一緒に社会参加してもらえば、

これが一番いいと思うんです。 

 老人クラブに入れないというと、お金のせ

いになっちゃうんだけれども、91歳でシャン

ソンをやったり、100歳でグラウンド・ゴル

フをやっている人たちが大勢いるんです。そ

ういうところへどんどん出てくるような状

態になれば言うことはないんだけれども、な

かなかそれは難しいことですが、いろんな面

で高齢者に対していろいろ施策をやってい

ただいて結構ありがたいんです。 

 でも、やはりもうちょっと友愛クラブを利

用するとか、各地域のイベントにどんどん参

加させるような方法を何か行政からも後押

ししていただけると助かるんですよ。 

 私たちはチームの顔の見える地域という

ことでもう３年やっているんだけれども、町

会さんにしてもおいでなさいと気持ちよく

協力してくれるところと、役員会にかけなき



8 

 

ゃ駄目だからって断られるところがある

し、だから地域課か何かから、そういうとき

があったらどんどん協力しなさいよと何か

言ってほしい。 

 それでやってもらえば、もっともっと大き

なイベントが組めると思うんですよ。今、子

供さんからお年寄りまで集めて、11月にやり

ますけれども、どうなりますか分かりません

ので、御協力のほどをよろしくお願いしたい

と思っております。 

（石渡部会長） 

 中村委員、大事な御指摘をまたありがとう

ございました。 

 友愛クラブの参加は、またぜひ進めていた

だきたいと思うんですけれども、健康寿命を

いかに延ばして地域に貢献していただくか

というのはとても大事なことだと思います

が、このあたりについて事務局のほうで補足

をお願いいたします。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 貴重な御意見をありがとうございます。 

 こちらの今回の計画案、先ほどの冊子の37

ページ目、38ページ目、まさに人と地域とつ

ながる機会の確保というところだと思いま

す。 

 今、中村委員からありました友愛活動の取

扱いも、38ページ目のところ、ちょっと字が

小さくて申し訳ございません、（９）番とい

うことで、こちらは老人クラブで記載をして

いるところでございますけれども、様々な福

祉部以外の部署等も含めて、様々な事業展開

をしていますので、情報共有しながら特につ

ながる機会ということを区として支援でき

るよう対応していきたいと思っています。 

 以上です。 

（依田委員） 

 地域のちから推進部長の依田でございま

す。 

 町会・自治会も担当しておりますので、私

からも少し申し上げます。 

 町会・自治会も今、コロナの騒動がやっと

落ち着いてきて、３年間何もできなかったけ

れども、そろそろやりたいというお話をたく

さんいただいておりますので、今、委員御発

言の各種団体と連携した取組というのも、機

会を見てお伝えしていきたいと思っており

ます。 

 以上でございます。 

（石渡部会長） 

 町会・自治会も本当にいろんな意味で後

期高齢の方も活躍してくださっているのは

感じておりますが、このあたりは社会福祉協

議会なんかもいろいろ関わってくださるの

かなと思ったりもするんですが、その辺につ

いては情報ございますか。もし何かあったら

というところで結構です。 

 白石委員お願いします。 

（白石委員） 

 自民党の白石です。 

 そういう計画等をつくると、執行機関の皆

さん方は能力があって立派な計画を立てる

わけですけれども、計画は立てるためにある

んじゃなくて、これを実際に実行していくた

めにあるわけです。そういう意味でいうと、

例えば足立区の人口構成を見ますと、平成元

年は15歳以上の生産労働人口の率は23区で

最も多かったんです。逆に、高齢者の率は23

区では最も少なかった。 

 ところが、平成30年になって統計を見る

と、高齢者の率は全23区で最高、15歳以上の

生産労働人口は、23区で最低。もう完全に逆

転したわけですね。 

 この計画を立てて実行していくために

は、財源の後ろ盾がなければ絶対できないわ

けです。立てたら実行できるというふうに思

っていられるかどうか、まず答えてくださ
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い。 

（小口介護保険課長） 

 こちらは高齢者の伸びの推計などを勘案

しまして、後期高齢者が第９期ではかなり増

えるという見込みでございます。後期高齢者

が増えれば、先ほどもお話ししましたが、要

介護認定、介護を受ける方も増えてまいりま

す。後期高齢の方は介護度が高い傾向にあ

り、より介護にかかる費用というのが増えて

いくというふうに考えてございます。 

 そういった増える要因を含めて、こちらの

計画を立ててございまして、９期は３年間で

2,062億円ということで、８期の給付の伸び

率も勘案して計算しております。今後、国の

保険制度の見直しなどもあると思うんです

けれども、現時点ではこの金額の範囲であれ

ば賄えるのではないかというふうに考えて

ございます。 

（白石委員） 

 これ以上は言いませんけれども、計画を立

てたら実行していくという、そういう意志が

なければ、なかなか計画は実行できないんで

すよ。 

 これは足立区の話じゃないですけれど

も、今から40年ぐらい前に、越谷市がレイク

タウン構想というのを出したんです。その

頃、レイクタウンができる予定だったところ

は、流水地で葦原になっていたんです。あん

なところにそのレイクタウンというすばら

しいものができるわけがないと、私も見に行

って思いました。 

 それが駅をつくっちゃうんです、その原っ

ぱの中に。地下鉄の予定がないのに何でここ

に駅ができるのかというので、足立区でも見

に行ったこともあるんですけれども、実際に

は地下鉄ができちゃって、レイクタウンとい

う駅もできて、遊水池だったところがみんな

がボートで遊べるような池になっているん

です。すばらしいものですよ。 

 これができたかできないかというのは、要

は40年ぐらい前に計画を立てて、その計画を

ずっと執行機関も、議会も、次へ次へとつな

いでいったんですね。このことをやらなけれ

ば、結局は分からないと、できないというこ

とになるんですね。 

 例えば、今、部長以下の人たちで昭和45

年につくった足立区で初めての長期計画と

いうのを知っていますか。中村部長、どうで

すか。 

（石渡部会長） 

 中村委員、どうぞ。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長の中村でございます。 

 その当時の長期計画については、あったと

いうことは存じていますけれども、内容まで

は承知しておりません。 

（白石委員） 

 大変立派なものをつくった。その中身を見

て私がもしできたらいいなと思ったのは、例

えば千住の駅から国道までにある駅前商店

街を全部地下に入れちゃう。それで余ったと

ころは公園にする。 

 実際には皆さん方は知らないわけで、なぜ

知らないかといったら、ちゃんと受け継いで

いかないから。そのことについてはきちっと

やってもらえますね。 

（石渡部会長） 

 お願いします。 

（中村明慶委員） 

 福祉部長でございます。 

 今回、この第９期の計画の素案を中間報告

として出させていただきました。 

 福祉部の計画はどうしても３年という法

律の縛りもありまして、その短期間での計画

となっておりますけれども、区のもっと上位

の基本計画がございますので、そことの整合
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性をとりながら、長期スパンでもこの福祉の

施策が実行できるように、もちろん財政的な

担保もしっかりと協議しながら進めてまい

りたいと思います。 

（白石委員） 

 別の話になりますが、中間報告についても

う１つお伺いしたいと思います。 

 私はこの委員会にもう20年以上いるんで

すね。この中で、考え方としては、保険料は

7,000円以上になったらとても払い切れない

よと。幾ら現実にこれだけにしたらいいって

言ったって、7,000円以上にしたら、これを

見ると5.8倍の人もいるわけだから、7,000

円で5.8倍というと月に４万円近く払わなく

ちゃいけない。これは絶対に無理だというこ

とで、この後の意見としては、保険料は青天

井じゃない。青天井は駄目です。7,000円ぐ

らいをめどにして立ててくれということを

ずっと主張してきたんですね。 

 今回、これを見ると、7,220円から7,520

円。８期のときは中間報告では幾らでした

か。 

（小口介護保険課長） 

 第８期の中間報告の時点では、7,070円か

ら7,270円でございます。 

（白石委員） 

 ８期の中間報告は7,070円から7,270円だ

ったんですね。それで私たち議会、自民党を

中心として議会が、これはとても受けられな

い、何とか工夫して7,000円台に抑えられな

いかということを皆さん方に話したとこ

ろ、結果は6,760円という7,000円以下になっ

たんですよね。 

 今回も足立区は介護予防について一生懸

命にやっていますよね。そのことにもっと力

を入れて、介護保険にかからなくてもいい人

たちを育てる。中村委員が言うように、介護

保険があるからかかればいいんだじゃない

んですよ。介護にならない人たちをつくるた

めには、まず外に出ていくことを考えなきゃ

いけない。そういうことについては、今後し

っかりと進めていただきたい。 

 我が党の立場としては、7,000円を超える

ことは、基本的には議員総会にかけて絶対認

めないということになっていますので、その

ことについてはひとつ覚悟を持って、7,000

円台に抑えられるかどうか、要求しておきま

す。 

（石渡部会長） 

 白石委員、ありがとうございました。 

 保険料については国のほうでも今検討し

ているということですし、足立区として今の

御意見について何かございますか。 

（小口介護保険課長） 

 保険料につきましては、今も国のほうで審

議をしておりますし、また、今の案というこ

とで出させていただいておりますが、今年度

４月から６月までの給付の実績なども勘案

したものでございまして、今後どうなるかと

いうのは、また精査をしていきたいというふ

うに考えてございます。また、保険料につい

ては、できる限り抑えられるような案とか工

夫があれば、そういったことも考えて進めて

いきたいと考えてございます。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 介護保険を使っていない方、65歳以上の方

なんですけれども、３年に一度、介護予防チ

ェックリストを御案内しておりまして、そこ

で忘れずにチェックをしていただいて、必要

に応じて地域包括支援センターの職員が訪

問しながら、介護予防事業に紹介したりです

とか、また、地域のリーダーになる方に向け

てはグループの講座を御案内したりとかそ

ういう形で、訪問は不在の場合が多いんです

けれども、粘り強く訪問して、介護に陥らな

いような形の働きかけを地域包括支援セン
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ターを中心にやっていきたいと考えており

ます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 介護に陥らないためには、先ほど中村委員

がおっしゃったように、健康でいらっしゃる

間に役割を持って地域で活動するというよ

うな場をどう作るかというのはとても大事

なことだと思いますので、そちらを私も意見

として強調しておきたいと思います。 

 それでは、白石委員から出たこの計画を立

てた後というのは、計画の進捗管理、進行管

理がありますので、どう実施して、それを振

り返ってＰＤＣＡサイクルというのを回し

ていってというようなことについては、今後

また進行していくに従っていろいろ御報告

いただけると思いますので、またよろしくお

願いいたします。 

 山下委員、お願いいたします。 

（山下委員） 

 医師会の山下です。 

 ちょっと質問です。実績値はともかく、計

画値と見込値についてなんですが、８期では

５％ぐらい、被保険者数にしても、要介護者

数にしてもずれている、差が出ているわけで

すが、計画値と見込値はどのように決めてい

るのか、ちょっと教えてもらるとありがたい

んですけれども。 

 これは50億ぐらい、全体の2,600億円に比

べれば２％ぐらいで大したことないのかも

しれませんけれども、実際にお金がそれくら

い変わっているので、どのような計算になっ

ているのか、何を指標にしているのか、ちょ

っとお願いします。 

（小口介護保険課長） 

 まず、令和３年度から５年度の計画の際に

は、令和２年２月に足立区の人口推計という

庁内でつくったものがございます。そちらの

人口推計を基にこちらの計画を参考につく

ったものでございまして、その足立区の人口

推計では当時、人口が増えていくという見込

みだったというものでございます。 

 実際はこちらの記載のとおり、被保険者数

や高齢者数が減ってきたというものでござ

いまして、６年度以降も３年から５年度の状

況も勘案して推計を立てておりまして、こち

らでは今後、若干減っていくという見込みを

立てているものでございます。 

（山下委員） 

 最初の現状のところには社人研のデータ

が載っていますが、この計画値というのは社

人研のほうからではなくて、独自に推定した

ものということになるんですか。 

（小口介護保険課長） 

 おっしゃるとおり、そのように推計をして

いるものでして、また、推計に関しては今後

も精査をしていくので、若干変わる可能性は

ございます。 

（山下委員） 

 分かりました。 

 あと、もう１点だけ質問します。 

 運動器が問題だというふうに最初の柱の

１本目に書いてあって、実際にこのコロナで

運動をやめてしまったお年寄りもたくさん

いると。それが現在の超過死亡の多さにつな

がっているんじゃないかというふうに推定

されるわけですけれども、施策として33ペー

ジにある重点施策、パークで筋トレとか幾つ

かありますが、これは何か８期に比べて９期

には何か目玉があるんですか。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 まずは、コロナ前と同じような活動量に戻

すということを主眼に置いて啓発していき

たいと考えています。 

（山下委員） 

 やっぱり一旦、運動をやめてひきこもって
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しまった高齢者を、またこの住区センターと

かのいろんな活動の場に呼び戻すというの

は、なかなか大変だと思うんですよね。です

から、何かこう今までやっていたのをもう一

回再開しますよというだけでは、なかなか難

しいんじゃないかなと。新しくこれをやりま

すからぜひ集まってくださいみたいなもの

があるといいんじゃないかなというふうに

考えたのでお尋ねしました。以上です。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 とても貴重な提案だと思いますので、ぜひ

具体化するような検討を行政としてもお願

いできたらと思います。 

 それでは、今の意見に関連して何かござい

ますか。 

 依田委員、どうぞ。 

（依田委員） 

 御意見ありがとうございます。 

 私どもとしましても、御高齢の方々に町に

出ていただくというのは大事だと思ってい

ます。 

 パークで筋トレについては、年度で２か所

ぐらいずつ増やしていくですとか、あと、ウ

ォーキングのコースを紹介したマップをつ

くって御案内していくですとか、そういった

取組を強化しております。いつになればコロ

ナ前に戻るかというところまでは明言はで

きませんけれども、町会・自治会の方々も活

動を活発にしていきたいという御希望もあ

りますので、いろんな方々と連携しながら強

化をしていきたいと思っております。 

（石渡部会長） 

 よろしくお願いいたします。 

横田委員、どうぞ。 

（横田委員） 

 何点か提案をさせていただきたいと思い

ます。 

 今、意見が出ていましたように、予防の観

点から様々な集まりですとか、まちに出ると

いうそういったことが本当にこれから重要

になってくると思いました。それで、具体的

には９ページ、10ページのところで、４点ほ

ど介護保険事業計画のところで提案させて

いただきたいと思います。 

 このアンケートの結果から、５人に２人が

孤独を感じている、５人に１人は孤立を感じ

ているということで、アフターコロナにおい

て町会・自治会や自主グループの活動、ボラ

ンティア活動を通じて、高齢者と社会のつな

がりを促進することが必要ということで書

いてあります。また、この中重度のところで

も、要介護状態になっても幸福感が得られ、

地域とのつながりを維持できるようにと記

載がありますけれども、やはり区として地域

で活躍する団体をしっかりと支援してほし

いということですね。 

 それと同時に、高齢者や障がい者、そして

子供も含めた居場所づくりのようなものも

取り組んでほしいということです。 

 次に32ページのところなんですが、住まい

のところ、住み慣れた足立で望む暮らしがで

きるようにということで、やはり住まいの確

保と特養ホームの整備などとともに、アフタ

ーコロナ対策で元気で外に出る活動をする

ということも視野に入れてほしいと思いま

す。要介護になっても、障がいになっても、

住み慣れたまちで生活できるようにという

ことで、例えば近隣の公園の整備ですとか、

行きたいところに行ける交通の整備ですと

か、道路のバリアフリー化などをやっぱり一

つの柱として入れてほしいなということを

思います。 

 もう一つは、シルバーピア、なかなかこう

進んでいかないシルバーピアですが、これを

計画をもって増やしていただきたいという



13 

 

ことがあります。 

 あとは、48ページのところで、人材確保に

ついてなんですけれども、宿舎借り上げ制度

は都でもやっていますが、区でも独自でやっ

ていると思いますが、実績がなかなか上がら

ないということで、やっぱりほとんど現場の

方が知らないんですね。ぜひ分かりやすく周

知を進めてほしいというところです。 

 この制度自体も、例えば災害協定を結んで

いないと駄目だとか、そういったことがあり

ますので、これの見直しをして少し改善をす

る、補助率も上げていくような改善を是非し

ていただいて、保育でやっているような制度

に近づけるような形でやっていただきたい

ということです。 

 それから、介護の仕事、就労支援事業とい

うのがありますが、これは大変有効で、この

制度を使って職員を採用して定着したとい

う喜びの声を何名かから聞いております。も

っと周知を広げて拡充をしてほしいという

ふうに思っています。 

 それから、71ページの３のところ、検討中

の独自の施策というところで、低所得者に対

する利用料の軽減についてということです

が、これはぜひ実施していただきたいという

ことです。 

 先ほどから審議になりました介護保険料

についてですけれども、日本共産党は毎年、

区民アンケートを実施しているんですね。今

年も1,800人の方から返信をいただきまし

た。暮らしの問題ですとか、災害の問題な

ど、介護保険の問題も含め、分野別に様々多

岐にわたって意見を聞いているんですが、介

護保険の要望の中では、やっぱり介護保険料

が高過ぎて、物価高騰もあって生活が本当に

厳しいという声がほとんどでした。 

 現状の８期の介護保険料では、本人非課税

でも世帯に課税者がいれば、２か月に１度、

年金の支給時に１万3,520円天引きされてい

るんですね。とてもきついという声が上がっ

ています。今回の９期では460円から760円の

値上げということで、大変な金額になってく

るということで、やっぱり今の区民の生活実

態からはもう考えられない、納得は得られな

いように思います。 

 ですから、国のほうで公費負担を介護保険

が始まるときに公費負担率を半分にしてし

まいましたけれども、やはり公費負担を上げ

ていく。たとえ５％でも10％でも上げてもら

うということを強く要望してほしいと思い

ますし、やはり区としても値上げをしないた

めに何とか努力をしてほしいと思います。ぜ

ひ御検討ください。 

（石渡部会長） 

 居場所づくりのことですとか、人材確保、

保険料、住まい関連のことなども御指摘いた

だきましたが、お願いします。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 貴重な御意見ありがとうございます。 

 まず、孤立・孤独対策の部分につきまして

は、先ほど中村委員からもありましたとお

り、こちらの計画の37ページ目、38ページ

目、依田部長からありました地域の町会・自

治会の皆様方、また絆のあんしんネットワー

ク連絡会、25か所の地域包括支援センターご

とのネットワーク連絡会、絆のあんしん協力

員の見守りのボランティアの方ですとか、あ

とは事業者の方との連携、そういった形で孤

立しがちな方へのお手紙の投函ですとか、訪

問ですとか、お声がけというのを引き続き粘

り強く支援していきたいなと考えていると

ころでございます。 

 また、ほかの部署との連携、社会福祉協議

会も様々なサロン活動等の支援を行ってい

るところでございますので、区として組織、

声かけしながら、様々な人に孤立、孤独にな
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らないように働きかけをしていきたいなと

思っています。 

 また、就労支援のところにつきましても、

生活支援サポーター養成研修を年に３回、２

日間にわたって介護現場での補助職員の研

修を受けてもらって、介護サービス事業者連

絡会の皆様方の事業所への就職ということ

のあっせんもやっております。毎回定員が25

名で年に３回やって75名の定員があるんで

すけれども、60名ぐらい申込みがあって、年

に20名ぐらいは就職に辿りつくんですけれ

ども、定着というところまではまだ課題があ

るのかなと感じているところでございます。 

 本日、高齢福祉課長は不在ですけれども、

高齢福祉課でも今年度、介護の仕事の相談面

接会というものを11月と１月に２回、また、

来年から回数を年に３回増やすということ

で今検討しているようでございます。シアタ

ー千住等で区内の大学ですとか高校へお声

がけしながら、介護の仕事の相談面接会を引

き続き展開していきたいということで聞い

ているところでございますので、情報を共有

しながらそういったところの周知もいきた

いと考えているところでございます。 

（小口介護保険課長） 

 幾つか御質問があった中のまず宿舎借り

上げ助成のことに関してお答えいたします。 

 こちらは東京都の事業と区の事業とござ

いまして、東京都の事業は特別養護老人ホー

ムなど広域的な施設を対象としてございま

す。こちらについては実績がございまして、

区のほうでは都の対象にならない地域密着

型の小さい事業所を対象にやっているもの

でございます。確かに実績はなかったんです

けれども、様々な事業所から申請の際、御意

見をいただいておりまして、区の要件です

と、例えば新規の採用者だけとか、そういっ

た要件もございまして、こちらについてはそ

れぞれ見直しを図って今年度実施したいと

考えておりますので、引き続き皆様の御意見

を聞きながら、よりよい制度となるようにし

ていきたいと考えてございます。 

 また、71ページの区独自の軽減制度をぜひ

実施してほしいということでございました

が、こちらについても23区の中でも10区ほど

で区独自の軽減制度をやっておりますの

で、そちらの内容を参考にしながら検討して

いきたいというふうに考えてございます。 

 また、介護保険料が高くて生活が厳しいと

いう御意見、前回８期のときにも様々な御意

見を頂戴しております。また、コロナ禍であ

ったりとか、物価高騰で生活が苦しいという

お声も承知しておりますので、そういった心

情的なところは分かるんですけれども、ただ

一方で、高齢者数が増えたりとか、介護にか

かる費用が増えていくという見込みについ

てはかなり増えていくんではないかと予測

をしておりますので、介護保険制度自体、介

護サービスがきちんと運営できるようにや

っていかなければならないという点もござ

いますので、そういった御意見も踏まえなが

ら検討していきたいと思います。 

 また、国に対して公費負担がより増えるよ

うに要望してほしいという御意見でござい

ましたが、国に対して区のほうでもこれまで

も国の費用負担が増えるようにということ

は要望してきたわけでございますが、こちら

についても引き続き要望してまいりたいと

いうふうに考えてございます。 

 区としても、できることを考えながら、で

きる限り保険料の上昇抑制を図ってまいり

たいというふうに考えてございます。 

（中村明慶委員） 

 御質問いただいている中でまだお答えし

ていない部分をお答えしたいと思います

が、最初に介護予防が非常に重要だというと
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ころで、特に介護分に関わっている友愛クラ

ブさんですとか、いろんな団体の活動支援と

いうお話がございました。 

 今後も区としても団体の方から御要望も

いただきながら、どういった団体支援ができ

るかということを検討しながら、介護予防事

業のさらなるバックアップを地域の方にし

ていただきたいと思いますので、取り組んで

まいります。 

 それから、住まいに関連して公園の整備、

道路、交通、そういった整備のお話もいただ

きましたが、それらのほうは他の部の都市建

設部のほうの事業が中心となっていますの

で、そちらの都市建設部の計画の中にそうい

った高齢者に関わる問題についても取り上

げていただくように福祉部のほうからも働

きかけしまして、他の計画になるかと思いま

すけれども、そちらの計画でまちづくりによ

り住みやすくしていただくような取組を進

めていくように働きかけをしてまいります。 

 それから、人材確保は大変重要な問題で、

喫緊の課題だと思っています。先ほど雇用創

出事業のことだと思うんですが、非常に応援

いただいています。新しい取組も検討いたし

ますし、これまで評価の高かったものも、周

知をより一層図りまして参加いただけるよ

うにしていきたいと考えております。 

 私が気づいた点は以上でございます。よろ

しくお願いいたします。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 いろいろ介護保険関連のことに御意見い

ただいていますが、サービスを提供する側の

委員として、ご意見があればお願いいたしま

す。 

（橋本委員） 

 特別養護老人ホームの橋本です。 

 この第９期介護保険事業計画（案）の特別

養護老人ホームについて、62ページに第９期

整備数が施設数４、585床とありますが、３

年前にできた特養整備計画などの第９期だ

と300床というふうな予定で書いてあり、こ

れは特養の整備が倍に増えているというこ

となんですけれども、この理由は何かあるん

でしょうかというところがまず１つの質問

です。 

 もう１個質問がありまして、こちらの62

ページの６行目、ご説明いただきましたけれ

ども、整備方針の見直しをすると書いてあり

まして、人材確保や多床室の確保という感じ

で書いてあります。特別養護老人ホームとい

うところは、多床室のほうは本当に満員とい

うところはありますが、一方でユニット型の

個室となると、結構空き床もちらほらと出て

いるという話も聞いたりもしていますの

で、特養を増やすにしてもここら辺がしっか

りできるのかなというところの疑問があり

ました。 

 この２点を御回答いただければと思いま

す。 

（小口介護保険課長） 

 まず、初めの御質問ですが、こちらは特別

養護老人ホームの整備方針というものを令

和２年度のときに策定しまして、２年度から

11年度のものでございます。こちらの計画で

ございますと、令和６年度が２施設開設とい

うことで計画をしております。また、令和７

年度に２施設ということで計画してござい

まして、この計画に沿って、こちらの９期の

計画にも落とし込んでいるという状況でご

ざいます。床数については、大体１施設当た

り150床ということで公募をかけております

が、その150床を下回って選定したものもご

ざいますので、若干そこで数字が異なってい

るものもございます。 

 すみません、もう１点につきまして、もう
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一度よろしいでしょうか。 

（橋本委員） 

 第９期、３年間で４施設つくるということ

なんですが、こちらのほうの多床室の確保と

いうところ、足立区では待機者が多いという

ところは多分御存じだと思うんですけれど

も、やはり多床室もいっぱい増やしていかな

いとなかなか待機者ってのは減らないのか

なと。ユニット型個室は今空いている施設も

ちらほらありますので、建てるのであればそ

の辺に重点を置いて建てていただきたいな

というところがありました。 

（小口介護保険課長） 

 ありがとうございます。 

 確かに多床室のニーズというのはとても

高くて、個室よりも申込みが多いという状況

でございます。こちらの整備に関しては、東

京都の整備の補助金を使って整備している

ところでございますが、施設の多床室につい

ては３割以内という制限がございまして、東

京都のほうにも多床室の整備の上限をもう

少し緩やかにできないかということは、こち

らからも申し上げて要望しているところで

ございます。そういったところで多床室の確

保はしていきたいというふうに考えており

ますものの、今確実に確保できるかというの

はなかなか難しい状況でございますが、前向

きに取り組んでまいりたいと考えてござい

ます。 

（橋本委員） 

 ありがとうございます。 

 こちらのほうの54ページにも書いてあり

ますけれども、75歳以上の後期高齢者の方

は、後６年後の第11期あたりからちょっとず

つ減っていく、後期高齢者はどんどん減って

いくという人口推計もあります。先ほどの介

護保険料のことを話しても、100床建つと大

体介護保険というのは40円ぐらい上がると

いうことで、この第９期がそのままそっくり

できると大体介護保険が240円上がるという

ことになりますので、また結構区民の負担も

ちょっと増えるのかなと思っていましたの

で、その辺をユニット型個室、多床室、あと

人口統計等を見ながら整備していただけれ

ばと思います。ありがとうございました。 

（小口介護保険課長） 

 特養の整備に関しては、施設ができると、

やはり人材の確保の問題を含め様々な影響

がございますので、そういったものを勘案し

ながら、どういったことができるかというの

を考えながら、まずは令和６年度に見直しの

検討をしたいと思いますので御理解いただ

ければと思います。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。 

 人材確保だけでなくて、定着や育成も大き

な話題になりますので、そのあたりもお願い

したいと思います。 

 あと、今までの報告に関して、このことを

確認したいとか御意見がおありの委員の方

いらっしゃいますでしょうか。 

 さの委員、お願いします。 

（さの委員） 

 私のほうからは、平成31年に足立区地域包

括ケアシステムビジョン、３ページにその背

景が書いてあるんですけれども、そのときに

梅田地区モデル事業というのを18事業行い

ました。例えばモスバーガーで認知症カフェ

を行いましたが、一般の場所で、認知症がお

ありの方もそうでない方も一緒に過ごす時

間ということで、区民の方、地域の方から好

評でございました。 

 こちら18事業を行いまして、全区展開とい

うときにコロナの感染拡大というのがござ

いまして一旦中断したということがござい

ますが、この18事業については、今回この第
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９期の計画ではどの程度反映がされていら

っしゃるんでしょうか。 

もう一点は、この介護保険の抑制のために

は、やはり介護予防、また社会参加が大変重

要だと思っております。本当に区ははつらつ

教室とか元気アップ教室とか大変いろんな

ものをやってくださっておりますし、また、

ボランティアに関しては元気応援ポイント

事業というのをやってくださっているんで

すけれども、なかなか区民に届いていない、

参加者が少ないという課題がございます。 

 区民にしっかり伝える、また参加していた

だくということについて、しっかりと推進を

お願いしたいと思いますが、取組について、

この２点についてお伺いをさせていただき

ます。 

（瀬崎地域包括ケア推進課長） 

 まず、１点目の梅田モデルの展開の９期計

画への反映でございますけれども、今後、９

期計画の予防生活支援の部分、ページで言い

ますと、33ページ目から認知症施策まで含め

て40ページの部分の中で、こちらの事業を今

後落とし込んで展開していきたいと考える

ところでございます。 

（小口介護保険課長） 

 元気応援ポイント事業についてですけれ

ども、こちらはこの８月から新たな年度にな

りまして、今年度は新たなキャンペーンを実

施しております。 

 まず、今までコロナ禍でなかなかボランテ

ィア活動ができない方が多かったので、５時

間ボランティアをやった場合にプラス1,000

ポイント、1,000円分の加算といいますかイ

ンセンティブを設けました。また元気応援ポ

イント事業というのはポイントを集めてい

くものなんですけれども、１時間やるとその

施設などで１スタンプを押していただくと

いうもので、ボランティアの方は手帳にスタ

ンプをためるのがすごく楽しいということ

でためていただいています。このスタンプが

100個たまると１万円分のお金になります

が、100スタンプためるとまたプラス1,000

ポイントということで、今年度は合わせて１

万2,000ポイント、１万2,000円まで増やした

形でのキャンペーンを実施しております。 

 こちらについては、新たなキャンペーンで

すので、チラシなどをつくって多くの方々に

やっていただきたいということで、今後も周

知を図っていきたいと思っております。ま

た、高齢者がたくさん集まるようなイベント

などでも、こういったボランティア活動の周

知をしていきたいと思っております。コロナ

禍でボランティアの方々の活動がかなり減

り、半減ぐらいしてしまったので、まずはコ

ロナ前の状況に戻して、その後は高齢者の皆

さんが元気に暮らせるように取り組んでま

いりたいというふうに考えてございます。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 足立区は色んなチャレンジをしていらっ

しゃることがよく分かりましたけれども、ぜ

ひ区民にそういう情報がしっかり届くよう

に啓発もお願いできたらと思います。 

 それでは、あと２つ報告事項が残っており

ますので、こちらに移らせていただきます。 

 報告事項の５については障がい援護担当

課の早川課長、６については障がい福祉セン

ターの山本所長から御説明をお願いいたし

ます。 

（早川障がい援護担当課長） 

 障がい援護担当課長です。よろしくお願い

いたします。 

 恐れ入りますが、資料６番を御覧くださ

い。 

 私からは、この９月から始まった国の雇用

施策との連携による重度障がい者就労支援
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特別事業の実施について御報告させていた

だきます。 

 今まで既存の国の障がい福祉サービスと

いうものは、ヘルパーさんの派遣やガイドヘ

ルパーさんの派遣が、職場ですとか通勤中に

対しては経済活動に当たるということを理

由に認められてこなかったんですが、一定の

規制緩和が国のほうからございまして、国の

雇用施策と連携することと、かつ区に裁量の

余地がある区市町村の任意事業で地域生活

支援事業という枠組みの中であれば、就労

中、通勤中に関してもヘルパー、ガイドヘル

パーを派遣できるということになりました

ので、９月から利用できるように区でも制度

を整えました。 

 対象となる方は、民間企業等にお勤めの障

がいをお持ちの方で、常時ヘルパーさん等を

必要としている重度訪問介護というものを

利用されている方、または移動中にガイドヘ

ルパーと呼ばれる同行援護、行動援護を利用

している方でございます。 

 この制度は、公務で雇用されている方は対

象となってございません。 

 続きまして、事業の中身について御説明い

たします。３番の事業内容というところを御

覧ください。 

 ２つの仕組みがございまして、民間企業で

雇用されている方に関しましては、厚生労働

省所管の独立行政法人であるＪＥＥＤの障

がい者雇用納付助成金というものをまず使

っていただきます。この制度というのは、国

の法定雇用、障がい者の法定雇用を守ってい

ない企業から集めたお金を障がい者を雇っ

ている企業に分配する制度でございます。 

 まず、こちらを使っていただいて、文書の

朗読や作成等の軽微な障がいサービスをこ

ちらで利用していただく。それをもっても就

労に支障が出る分というのを区の地域生活

支援事業というもので、たんの吸引ですと

か、姿勢の調整とか、重たい介護サービスと

いうものを、給付させていただくという流れ

になります。 

 自営業者の方に関しましては、ＪＥＥＤの

障がい者雇用納付助成金というものが適用

されませんので、全てのヘルパーサービスに

ついて区の自立生活支援事業で給付させて

いただきます。 

 続きまして、裏面を御覧ください。 

 申請の流れでございます。 

 本制度につきましては、まず民間企業で雇

用される方に関しましては、雇用先の方がこ

の制度の利用について同意していただく必

要がございます。その上で雇用先や関係機関

が連携して支援計画書というものを作成し

ていただく必要がございまして、どういった

形で就労されて、どういった介護サービスが

職場で必要なのか、そのあたりを記していた

だいて、雇用の継続ですとか、所得の向上と

いうのが認められる方に関しまして、本制度

が適用されて介護サービスが給付されるこ

とになります。 

 個人事業主や自営業者の方に関しまして

は、ＪＥＥＤが介在しませんので、支援計画

書については区のみと相談してご作成いた

だくことになります。 

 続きまして、５番、利用者の負担なんです

けれども、応益負担の観点から１割の御負担

をいただくことになっております。事業は既

に９月１日から開始しておりまして、周知の

方法につきましては、記載のとおり、区ホー

ムページですとか、障がいをお持ちの関連団

体の方に事前に説明会を御案内させていた

だいたりですとか、区内の介護の事業者さん

にメールで新しく制度ができたことをお知

らせしております。 

 私からは以上でございます。 
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（山本障がい福祉センター所長） 

 続きまして、資料７でございます。 

 障がい福祉センター所長、山本でございま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

 補聴器手帳の作成について御報告させて

いただきます。 

 聞こえにお困りの方へのさらなる支援策

として、補聴器手帳を作成いたしました。概

要ですが、聞こえに関する履歴事項、恐れ入

ります※印、①、②、③のところを御覧いた

だきたいと思いますけれども、聞こえにお困

りでしたり、補聴器を御検討される方は、行

政機関や医療機関などで御相談されたり、ま

た、聴力検査を受けたり、補聴器店のほうへ

出向かれたりと、様々なところに関係してお

りますが、そこで相談した結果やデータなど

を１冊の手帳に記録することで、御本人の管

理もできますし、また、それぞれの機関で過

去の履歴情報を御覧いただいて連携できる

というような目的で作成いたしました。 

 （２）の配布ですが、まずは区の窓口、障

がい福祉課、障がい福祉センター、高齢福祉

課で配布しておりますが、いずれ配布場所の

拡大も検討してまいりたいと考えておりま

す。 

 説明は以上でございます。 

（石渡部会長） 

 御説明ありがとうございました。 

 資料６の就労にあたって勤務先に行くま

での移動の支援というのは、本当に切実な方

がいて、いろんなところから御要望があった

かと思います。まだ限られていますけれど

も、こんなふうに展開されているということ

ですので、本当に一歩前に進んだみたいにお

聞きして思いました。補聴器についても認知

症の発症と関連があるみたいなお話なんか

も出てきているので、皆さんいろいろ関心が

おありのところかと思いますが、御意見、御

質問がおありでしたならばお願いしたいと

思います。 

 中村委員、どうぞ。 

（中村輝夫委員） 

 友愛クラブの中村です。 

 私たちの「顔の見える地域をつくろう」の

中に、障がい施設の方に実行委員会に入って

もらって、今一緒でやっているんですよ。ま

ず相手を知らなければコミュニケーション

のとりようがないので、最初に、コミュニケ

ーションをとるとこから始めるべきだとい

うふうに私たちは考えていまして、それで、

うちのほうの誕生日会の記念品に今までは

お赤飯を配っていたんですよ。ところが、こ

の暑さと、配るのに高齢化しちゃって配れな

くなっちゃって、じゃどうしようかというと

きに商店街の方に御理解いただいて、ひまわ

りさんからドライフルーツを入れて、それを

記念品として配ると、そういうような形で関

わっていきたいなというふうに思っていま

して、既にもうこの11月に220個、合計２つ

重ねますから、240個の記念品を発注いたし

ました。 

 そういう何らかの形で障がいのある方と

仲よくなりたいなという思いもあるわけで

す。こっちも後期高齢者といったって末期に

近い状態ですけれども、おかげさまで元気に

やっておりまして、区からも米寿のお祝いを

しますよなんて言われる状態だけれども、ス

ケジュールに追われて結構元気にやってい

ますんで、目の黒いうちにそういうことがで

きたらいいなというふうに私は考えており

ます。 

（石渡部会長） 

 中村委員、ありがとうございました。 

 障がい福祉をやっている人間にとって、と

てもありがたい活動をやってくださってい

るなと改めて思いましたが、ぜひ広げていた
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だきたいと思います。 

 佐藤委員、どうぞ。 

（佐藤奈緒委員） 

 足立区手をつなぐ親の会の佐藤です。 

 重度障がい者等就労支援特別事業の実施

ということで、一歩進んだということであり

がとうございます。 

 ただ、この就労支援という目的に照らし合

わせますと、重度障がい者に限らず、とても

ニーズのあることだと思うんですけれど

も、普通の移動支援での職場への移動など、

通勤のための移動支援の利用までは今回言

われておらず、あくまでも重度訪問介護や目

の見えない方の同行援護や行動援護を利用

している方ということに限られているの

は、予算的な問題なんでしょうか。移動支援

で認めてしまうと、ものすごく利用者が増え

てしまうと思うので、そういうところなんで

しょうか。それとも今後、移動支援でも利用

できるという形になっていく展望はあるの

か、ちょっとお伺いしたいです。 

（早川障がい援護担当課長） 

 御質問ありがとうございます。障がい援護

担当課長でございます。 

 本事業に関しましては、国の規制緩和とそ

のガイドラインを参考にしつつ、重度訪問の

方と、あと視力で同行援護を要する方、また

はいわゆる行動障がいがあって行動援護を

要する方という方を想定して事業設計させ

ていただきました。 

 御質問にありました移動支援の柔軟な適

用というものに関しましては、通学等で御事

情をお伺いした中で御承認させていただい

ているものもあるので、制度設計というより

は既存の移動支援の運用の中で、個別に御相

談いただければと存じます。 

（石渡部会長） 

 移動支援を通学などにも足立区では使っ

ている場合もあるんですね。 

（早川障がい援護担当課長） 

 お見込みのとおりでございます。 

（佐藤奈緒委員） 

 移動支援のガイドラインは、足立区はすご

く曖昧だと思うんですけれども、通学に何と

か理由をつけて認めていますよとか、大人の

方の通所も基本認めませんとおっしゃるん

ですけれども、人によっては何だかんだ理由

をつけて認められています。それが個別な対

応をしてくださるということなんでしょう

けれども、きちんとしたガイドラインがない

ところがあります。 

 事業所の方も言っていたんですけれど

も、文書で通知もなく、そのときそのときの

対応で曖昧だということを言われたことも

ありましたので、はっきりと通勤・通学にも

必要なら移動支援は使えるということを言

えればと、言っちゃうと利用者が増えるから

言えないのかなとも思うんですけれども、何

かいつも曖昧だなと思っております。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 

 足立区は通学に移動支援が使えるという

のを私は存じ上げませんで、本当にここのと

ころは、通勤とか、あと福祉施設への通所に

ついても移動支援を使いたいという声は全

国に起こっていると思いますので、足立区が

実際にそういう通学で使えるのであれば、佐

藤委員から御指摘あったように、きちんと基

準を公表すべきなんだろうなというふうに

思いますが、そのあたりはもうきちんと規定

みたいなのができているんでしょうか。 

（早川障がい援護担当課長） 

 今、御指摘いただきましたとおり、どうい

った場合であれば利用できますか、どういっ

た場合でできませんかといった基準という

のはお示ししておりませんで、その意図とし
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ましては、皆様のそれぞれ御事情がございま

すので、ここは駄目というところでラインを

なるべく引かずに、その都度御事情をお伺い

したほうが利用者様にとってプラスになる

という考えで運用してきたんですけれど

も、今、佐藤委員からいただいた御意見も含

めまして、どのような形で御案内するのが利

用者の方にとって一番いいのか、また、事業

者の方も、原則があって例外があるというの

を知っていたり知らなかったりするという

ことになると、使っている事業者さんによっ

て利用者さんに利益、不利益が発生してしま

うという問題もあるかと思いますので、その

あたりどう明示すべきかすべきでないの

か、仮にすべきでなかったとしても、柔軟に

対応するという方法を継続したとしても、事

業者さん等に何らかの再周知が必要なの

か、そのあたりを検討課題としてお預かりさ

せていただきます。 

（石渡部会長） 

 では、検討していただくということでお願

いをしてよろしいでしょうか。 

 佐藤委員、ありがとうございました。 

 ほかに今の報告事項関連で何かお気づき

の委員の方、いらっしゃいましたらお願いを

したいと思います。 

 山下委員、お願いいたします。 

（山下委員） 

 補聴器手帳、とてもいいと思うんですけれ

ども、ただやっぱり周知されて広がらない

と、あまり意味がないと思います。これを配

るところは、障がい福祉課、障がい福祉セン

ター、高齢福祉課となっていますが、例えば

補聴器技能士がいるような補聴器屋さんと

か、あるいは眼鏡屋さんですとか、そういう

ところにも置いてもらうとか、新たに購入し

た人にはぜひ配ってもらうとか。あるいは医

療機関のほうですね。そういったことも考え

てもいいんじゃないかなと思います。 

 それと高齢者は手帳をたくさん持ってい

るんですね。血圧手帳とか糖尿病手帳、糖尿

病眼手帳、生活習慣病手帳とかですね。です

から、これは白なのでもう少し目立つ色で、

例えばあの黄色の手帳を持っていないかと

か、我々が聞き及ぶような何か特徴のある手

帳にしていただいたほうがいいんじゃない

かなと思います。いかがでしょうか。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 ありがとうございます。 

 配布場所は高齢者がよく行かれる機関と

か、補聴器関係とか、調整を次々してまいり

まして拡大を図っていきたいと思っており

ます。 

 それから、この冊子の仕上がりですけれど

も、今は白をベースに厚紙で作成しておりま

して、イラストの部分が若干カラーであるぐ

らいなものですけれども、どのような色にす

るかは今後考えていきたいと思います。あり

がとうございます。 

（石渡部会長） 

 とても前向きな意味ある御提案もいただ

きましたので、ありがとうございます。 

 この補聴器ですけれども、よく聞こえない

方たちがおっしゃっているのは、補聴器って

声とか以外の雑音をばーっと拾っちゃうの

で、手にしても使わなくなっちゃう人が圧倒

的に多い。そのあたりのフォローを障がい福

祉センターで何かやっていただくみたいな

ことは大事になってくるかなと思うんです

けれども、そのあたりは何かお考えでしょう

か。 

（山本障がい福祉センター所長） 

 確かに、声だけ聞こえればいいのにいろん

な音が大きく聞こえてしまうとか、そういっ

たことで嫌になってしまうというのは、諦め

る理由でよく聞いております。 
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 ただ、それを補聴器ショップで調整できれ

ばいいんですけれども、そうでなくても慣れ

ていいただくとか、意識のほうをそれに合わ

せていくとか。そういったことは障がい福祉

センターもそうですし、当然、補聴器店のほ

うもなさっていると思いますけれども、そち

らにつなげていって、意識のほうを合わせて

いただく。地道な取組になりますけれども、

聞くところによると、１年ぐらいかかってよ

うやく慣れるというようなお話を聞いたこ

ともあります。そこを応援していくような形

は続けていきたいと思っております。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 ぜひお願いをしたいと思います。 

 鵜沢委員どうぞ。 

（鵜沢委員） 

 介護サービス事業者連絡協議会の鵜沢で

す。 

 先ほど佐藤委員の話を伺って、私もこの就

労の支援、対象者の要件で①、②、③があり

ますが、訪問介護事業所の実例をちょっと思

い浮かべますと、どうしてもこの重度訪問の

同行となると、対象者が限られてしまうなと

いうふうに思います。障がいがあっても高齢

者の中でもそういう方がいまして、今、現段

階だと車椅子の方が通えるところでしか就

職先を探せないという問題があったなと思

っています。 

 移動支援の柔軟な対応というふうにもお

答えいただきましたけれども、そのときに問

題になったのは時間数の問題、16時間という

制限がありますので、そういった方を強力に

バックアップするという意味では、時間数の

問題なんかも柔軟に考えていただけたらあ

りがたいなというふうに思います。 

 以上です。 

（早川障がい援護担当課長） 

 御意見ありがとうございます。 

 そういった実際のお困りの事例等のお話

をお伺いしながら、今後について検討してま

いりたいと思います。ぜひそういった実例を

お寄せいただければと思います。よろしくお

願いします。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございます。ぜひ御検討をお願

いします。 

 あと、重度訪問介護などは提供してくれる

サービス事業者がいないとか、事業所が閉鎖

しているみたいな話なんかも随分聞くよう

になってきているので、事業所を増やすみた

いなところも併せて御検討いただけたらと

思いますが、お願いします。 

（早川障がい援護担当課長） 

 提供してくださっている事業者がいない

という問題なんですけれども、介護の仕事の

就職相談会の中でも、今年度から障がいの事

業者が参加できるように拡大したりですと

か、ワークフォースを区全体で増やすための

働きかけというのは今後も続けていきたい

と思っております。 

 以上です。 

（石渡部会長） 

 ありがとうございました。 


